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「財産収支状況書」の書き方

※ 各欄に記載しきれない場合は、適宜の用紙に記載して提出してください。

令和２年５月１１日

令和元年５月売上、給与、報酬

令和元年６月

令和元年７月

令和２年４月

令和元年９月

令和元年８月

令和２年１月

令和２年３月

令和２年２月

令和元年11月

令和元年10月

令和元年12月

令和2･6･30

令和2･7･31

令和2･8･31

令和11年５月

令和６年３月

（ミニバン、△△330あ○○○○、ローン有）



「２　現在納付可能資金額」欄
　　この欄では、申請書を提出する日現在において、直ちに納付することができる金額を計算します。

「３　今後の平均的な収入及び支出の見込金額（月額）」欄

「４　直前１年間における各月の収入及び支出の状況」欄

　「５　財産等の状況」欄

　①「現金及び預貯金等」欄に、申請書を提出する日現在の預貯金等がある金融機関等の名称・支店名、
　　上場株式などの売却が容易な財産の名称・数量を記載します。
　②「預貯金等の種類」欄には、預貯金について、普通、当座、定期、貯蓄等の種類を記載します。
　③「預貯金等の額」欄には、申請書を提出する日現在の自宅や事務所等に保管している手持ち現金の金
　　額及び預貯金等の金額を記載します。
　④「納付可能金額」欄には、納付することができる金額を記載します。
　⑤「納付に充てられない事情」欄には、預貯金等の額のうち、納付できない事情がある場合に、当ては
　　まる事情にチェック（þ）を付けます。
　⑥「現在納付可能資金額」欄には、「納付可能金額」欄の合計額を記載します。
　　「現在納付可能資金額」欄の金額は、直ちに納付に充てることができる金額であるため、できるだけ
　　速やかに納付してください。
　　 なお、納付がない場合は、猶予が不許可となることがありますので、ご注意ください。

　　申請書を提出する日の直前１年間における各月ごとの「①総収入金額」、「②総支出金額」及び
　「③差額（①－②）」を記載します。
　　また、「③差額（①－②）」欄の金額がマイナスの時は、金額の前に「▲」を付けます。
　　なお、臨時的な収入や支出があった月については、「備考」欄にその理由を記載します。

　①「⑴　売掛金・貸付金等の状況」欄
　　売掛金・貸付金等について、売掛先等の名称、住所、金額、回収予定日（手形の場合は支払期日）、
　種類及び回収方法を記載します。
　　ア「種類」欄には、売掛金、貸付金、未収金等の種類を記載します。
　　イ「回収方法」欄には、現金、振込み、手形、小切手等の回収方法を記載します。
　②「⑵　その他の財産の状況」欄
　　不動産、国債・株式等の有価証券及び車両など、所有している財産の種類、数量、所在地等を記載し
　ます。また、「その他（保険等）」欄には、敷金、保証金、保険等の財産を記載します。
　③「⑶　借入金・買掛金等の状況」欄
  　ア「月額返済額」欄には、毎月の平均的な返済額を記載します。
　　イ「返済終了（支払）年月」欄には、借入金の返済が終了する、又は買掛金等を支払う年月を記載し
　　　ます。
　　ウ「追加借入の可否」欄には、借入の枠が残っているなど、追加借入ができる場合は「可」に、でき
　　　ない場合は「否」に○印を付けます。
　　エ「担保提供財産等」欄には、借入等のために抵当権を設定しているものなど、担保として提供して
　　　いる財産等を記載します。

　①「収入欄」
　　売上収入その他の経常的な収入をすべて記載します。
　（納税者が個人の場合には、給与収入や報酬も含めて記載します。）
　②「支出欄」
　　ア　事業に係る支出
　　　　仕入、給与・役員給与（人件費）、経費、家賃等、借入返済その他の支出を記載します。
　　　　なお、これらの支出は、事業の継続のために真に必要と認められるものに限られるため、例えば
　　　次に掲げるようなものは認められないことに留意してください。
　　　・不要不急の財産の取得のための支出
　　　・期限の定めのない債務の弁済のための支出
　　イ　生活費（納税者が個人の場合のみ）
　　　　納税者及び納税者と生計を一にする配偶者その他の親族の生活費として、実際に支払った食費、
　　　光熱水費、通信費、家賃等、借入返済その他の支出を記載します。

　　猶予期間中における月単位の平均的な収入及び支出の見込金額を記載します。

１

２

３

４


